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戸
田

市
第

５
次

総
合

振
興

計
画

後
期

基
本

計
画

協
働

会
議

要
綱

 

令
和

６
年

６
月

２
７

日
市

長
決

裁
 

（
設

置
）

 

第
１

条
 

戸
田

市
第

５
次

総
合

振
興

計
画

後
期

基
本

計
画

（
以

下
「

後
期

基
本

計
画

」
と

い
う

。
）

の
策

定

に
当

た
り

、
広

く
市

民
の

参
加

を
求

め
、

市
民

、
議

会
及

び
行

政
の

協
働

に
よ

る
総

合
振

興
計

画
づ

く
り

を
推

進
す

る
た

め
、

戸
田

市
第

５
次

総
合

振
興

計
画

後
期

基
本

計
画

協
働

会
議

（
以

下
「

協
働

会
議

」
と

い
う

。
）

を
置

く
。

 

（
所

掌
事

項
）

 

第
２

条
 

協
働

会
議

は
、

次
に

掲
げ

る
事

項
を

所
掌

す
る

。
 

(
1
)
 

後
期

基
本

計
画

の
策

定
に

係
る

重
要

事
項

に
関

す
る

こ
と

。
 

(
2
)
 

そ
の

他
後

期
基

本
計

画
の

策
定

に
関

し
必

要
な

事
項

 

（
組

織
）

 

第
３

条
 

協
働

会
議

は
、

委
員

４
０

人
以

内
を

も
っ

て
組

織
し

、
そ

の
委

員
は

、
次

に
掲

げ
る

者
の

う
ち

か

ら
市

長
が

委
嘱

し
、

又
は

任
命

す
る

。
 

(
1
)
 

公
募

に
よ

る
市

民
 

(
2
)
 

ま
ち

づ
く

り
に

係
る

団
体

等
の

推
薦

を
受

け
た

者
 

(
3
)
 

市
議

会
議

員
 

(
4
)
 

市
職

員
 

(
5
)
 

そ
の

他
市

長
が

必
要

と
認

め
た

者
 

（
会

長
及

び
副

会
長

）
 

第
４

条
 

協
働

会
議

に
会

長
及

び
副

会
長

を
置

く
。

 

２
 

会
長

及
び

副
会

長
は

、
委

員
の

互
選

に
よ

る
も

の
と

す
る

。
 

３
 

会
長

は
、

会
務

を
総

理
し

、
協

働
会

議
を

代
表

す
る

。
 

４
 

副
会

長
は

、
会

長
を

補
佐

し
、

会
長

に
事

故
が

あ
る

と
き

又
は

会
長

が
欠

け
た

と
き

は
、

そ
の

職
務

を

代
理

す
る

。
 

（
会

議
）

 

第
５

条
 

協
働

会
議

の
会

議
（

以
下

「
会

議
」

と
い

う
。

）
は

、
会

長
が

招
集

し
、

そ
の

議
長

と
な

る
。

 

２
 

会
議

は
、

委
員

の
半

数
以

上
の

出
席

が
な

け
れ

ば
開

く
こ

と
が

で
き

な
い

。
 

３
 

会
長

は
、

必
要

が
あ

る
と

認
め

る
と

き
は

、
委

員
以

外
の

者
に

対
し

会
議

へ
の

出
席

又
は

資
料

の
提

出

を
求

め
、

意
見

又
は

説
明

を
聴

く
こ

と
が

で
き

る
。

 

 
（

報
告

）
 

第
６

条
 

会
長

は
、

協
働

会
議

で
協

議
し

た
結

果
を

市
長

に
報

告
す

る
も

の
と

す
る

。
 

（
庶

務
）

 

第
７

条
 

協
働

会
議

の
庶

務
は

、
企

画
財

政
部

共
創

企
画

課
に

お
い

て
処

理
す

る
。

 

（
そ

の
他

）
 

第
８

条
 

こ
の

要
綱

に
定

め
る

も
の

の
ほ

か
必

要
な

事
項

は
、

市
長

が
別

に
定

め
る

。
 

附
 

則
 

（
施

行
期

日
）

 

１
 

こ
の

要
綱

は
、

令
和

６
年

６
月

２
７

日
か

ら
施

行
す

る
。

 

（
こ

の
要

綱
の

失
効

）
 

２
 

こ
の

要
綱

は
、

令
和

８
年

３
月

３
１

日
限

り
、

そ
の

効
力

を
失

う
。

 

支
え
合
い
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会
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及
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長
は
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員
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互
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に
よ
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も
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と

す
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３
 

会
長

は
、

会
務

を
総

理
し

、
協

働
会

議
を

代
表

す
る

。
 

４
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又
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。
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。
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8 用語解説一覧

行 用語名称 解説 該当する 
ページ数

あ アートミュージアム アート作品の展示が行われ、作品に関する歴史や文化、背景を知るこ
とを楽しむ場所のこと。 p48

アーバンスポーツ

広い場所を必要としない、個人が気軽に始められるなどの理由により、
都市住民が参加しやすい都市型スポーツのこと。ブレイキン・スケー
トボード・スポーツクライミング・パルクール・インラインスケート
などを指す。

p50

IoT Internet of Things の略。様々な物がインターネットにつながること
で、相互に情報交換や制御ができる仕組みのこと。 p6

ICT
情報通信技術（Information and Communication Technology）の
略。様々な情報システムなどによる情報技術に通信技術を組み合わせ
た技術のこと。

p42
p72

アウトカム 施策や事業の実施により生じる中長期的な成果・効果のこと。 p2

アウトプット 事業の実施により生じる直接的な成果のこと。 p2

アウトリーチ 地域で生活する人に医療・福祉のサービスを出張して届けること。 p55

いいとだメール 戸田市内の「市からのお知らせ」「防災・気象情報」「防災行政無線」「防
犯情報」「産業・就労情報」などが配信されるメールのこと。 p74

EBPM
科学的分析に基づく政策立案（Evidence-Based Policy Making）の
略。政策の企画について、目的を明確化したうえで合理的根拠に基づ
き政策を立案・評価する手法のこと。

p27
p118

インバウンド 外国人が訪れてくる旅行のこと。 p108

ウォーカブル 街路空間を「車中心」から「人中心」の空間へ転換し、快適な歩行空
間の創出や滞在環境の向上を図る取組のこと。 p85

ウォーター PPP
Public Private Partnership の略。上下水道事業に関係する施設の建設
や維持管理について、財政資金の効率的使用や行政の効率化等を図る
ため、行政と民間が連携して行う手法のこと。

p89

雨水貯留・浸透施設 雨水を一時的に貯留したり、地下へ浸透させたりすることで、下水道
や河川への雨水流出を抑制する施設のこと。

p129
p137

AED
自動体外式除細動器（Automated External Defibrillator）の略。心
臓に電気ショックを与えて、致死的な不整脈を取り除くことを目的と
した医療機器のこと。

p70

SNS
ソーシャルネットワーキングサービス（Social Networking Service）
の略。登録者同士が交流できるインターネットの会員制サービスのこ
と。

p5 p117
p118

SDH

健康の社会的決定要因（Social Determinants of Health）の略。健康
に直接的または間接的に影響を与える経済的・社会的・環境的要因を
指し、具体的には、収入、教育、職業、住居状況、社会的支援、医療
アクセス、地域環境などが挙げられる。

p55

NPO 法人

民間非営利組織（Non-Profit Organization）の略。営利を目的とせず、
不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与することを目的に活動を行っ
ている団体で、法律により法人格を有している特定非営利活動法人の
こと。

p7

eLTAX
地方税ポータルシステムの呼称で、地方税における申告や納税などの
手続きを、インターネットを利用して電子的に行うことができるシス
テムのこと。

p121
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行 用語名称 解説 該当する 
ページ数

あ
応急手当指導員

消防機関が指定する講習を修了し、応急手当（心肺蘇生法や AED の取
扱方法など）の指導を行うことができる者として、消防長が認定した
方のこと。

p71

オーラルフレイル 噛む・飲み込む機能が衰えた状態（食べこぼし、むせ、噛みにくい、
飲み込めない、滑舌が悪くなるなど）のこと。 p57

温室効果ガス
温室効果（太陽光によって暖められた地表面から放射される赤外線を
吸収し、大気を暖め、一部の熱を再放射して地表面の温度を高める働
き）をもつ気体のこと。具体的には二酸化炭素やメタンなどがある。

p6
p98

か カーボンニュートラル 二酸化炭素などの排出量から吸収量を差し引き、全体として実質ゼロ
とすること。 p6

外水氾濫 河川氾濫とも言い、河川の水位が上昇し、堤防を越えたり破堤するな
どして堤防から水があふれ出ること。

p130
p137

学校運営協議会

各教育委員会が必要に応じて学校に設置する協議会で、保護者や地域
住民などが参加し、学校運営の基本方針や教育のあり方について協議
することを目的としている。設置された学校はコミュニティ・スクー
ルとも呼ばれる。

p42

学校応援団
保護者・地域住民が学習活動、安全確保、環境整備など、ボランティ
アで学校に協力・支援を行う活動組織のことで、戸田市の各小・中学
校に設置されている。

p42

環境基準

環境基本法により国が定めるもので、「大気の汚染、水質の汚濁、土壌
の汚染及び騒音に係る環境上の条件について、それぞれ、人の健康を
保護し、及び生活環境を保全する上で維持されることが望ましい」と
される基準のこと。

p98

環境空間 環境空間とは、東北・上越新幹線及び埼京線の高架下両側に 20 ｍずつ
確保された、地域の環境を保全するための緩衝地帯のこと。 p96

GIGA スクール構想

Global and Innovation Gateway for All の略。1 人 1 台の端末や高
速大容量の通信ネットワーク等の学校 ICT 環境を整備・活用すること
によって、教育の質を向上させ、全てのこどもたちの可能性を引き出
す「個別最適な学び」と「協働的な学び」を実現することを目的とし
た国の施策のこと。

p6
p42

起業支援センター
スタートアップ（ベンチャー）企業を対象としたインキュベーション（創
業初期の企業や起業家の支援を目的とした）施設のことで、戸田市商
工会が運営している。

p105

機能別消防団員
災害が発生した際に、消火活動や救助活動を行う基本団とは異なり、
火災を予防するための広報や市民に対する応急手当の指導を行うな
ど、活動を限定した消防団員のこと。

p72

義務的経費
法令などにより支出が義務付けられている経費のことで、人件費、扶
助費（生活保護費・児童福祉費・老人福祉費など）、公債費（市債の元
金や利子を支払う費用）が含まれる。

p13

境界標 土地の境界を示すために地中に打ち込まれる杭や標識のこと。石杭、
コンクリート杭、金属標など様々な種類がある。

p134
p141

行政評価
効率的、効果的で透明性の高い行政運営を行うため、行政の実施する
施策や事務事業を統一的な視点と手段で客観的に評価し、その結果を
計画策定、予算編成などに活用する仕組みのこと。

p2
p118

緊急輸送道路
大規模災害時に避難・救助、物資供給などの緊急活動を円滑に行うた
めに、高速自動車国道や一般国道、これらを連絡する幹線道路などを
中心に指定された重要な道路網のこと。

p128
p135

グリーンインフラ
「グリーンインフラストラクチャー」の略称で、自然環境が有する多
様な機能を活用し、社会資本整備や土地利用等のハード・ソフト両面
において、持続可能で魅力ある国土づくりや地域づくりを進めること。

p94
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行 用語名称 解説 該当する 
ページ数

か
XR（クロスリアリティ）

Extended Reality 又は Cross Reality の略。現実世界と仮想世界を融
合し、新しい体験を創造する技術で、「VR（仮想現実）」「AR（拡張現実）」
「MR（複合現実）」などの先端技術の総称のこと。

p7

ケアプラン どのような介護サービスをいつ、どれだけ利用するかを内容とする介
護サービス利用者個人の利用計画のこと。 p61

経常収支比率 毎年度経常的に支出される一般財源が、毎年度経常的に収入される一
般財源に対してどの程度の割合になっているかを示す指標のこと。 p13

ゲートキーパー
自殺の危険を示すサインに気づき、適切な対応（悩んでいる人に気づ
き、声をかけ、話を聞いて、必要な支援につなげ、見守る）を図るこ
とができる人のこと。

p57

ゲリラ豪雨 「局地的大雨」や「集中豪雨」とも言われ、短時間で狭い範囲に激し
い雨が降る現象のこと。

p6
p137

健幸アンバサダー
健康に無関心な人が健康づくりを始めるきっかけとして、身近な人か
らの口コミが有効であると言われている中、口コミにより周囲の人に
健康情報を伝える人のこと。

p57

健康リテラシー 健康や医療に関する正しい情報を入手し、理解して活用する能力のこ
と。 p57

後期高齢者医療制度 75 歳（一定の障害がある場合は 65 歳）以上の人が加入する公的医療
保険制度のこと。 p62

合計特殊出生率 15 歳から 49 歳までの女性の各年齢の出生率を足し合わせ、一人の女
性が生涯、何人のこどもを産むのかを推計したもの。

p11 p20
p36

公債費 市債の元金や利子を支払う費用のこと。 p13

後発医薬品 先発医薬品と治療学的に同等であるものとして製造販売が承認された
医薬品のこと。 p65

コーホート要因法
出生、死亡、移動などの人口変動要因に基づき、ある時期に生まれた方々
を一つの集団として考え、その集団ごとに将来人口を推計する方法の
こと。

p21

合理的配慮
市と事業者がその事務・事業を行うにあたり、障がいのある方から「社
会的障壁を取り除いてほしい」旨の意思表明があった場合に、その実
施に伴う負担が過重でないときは可能な限り対応すること。

p66

高齢化率 65 歳以上の高齢者人口が総人口に占める割合のこと。 p24
p56

国民健康保険制度

病気にかかったりけがをしたときなどに安心して治療を受けられるよ
うに、加入者が普段からお金（保険税）を出し合い、必要な医療費に
充てることでお互いに助け合う、他の医療保険制度（被用者保険、後
期高齢者医療制度）に加入していない全ての住民が加入する公的医療
保険制度のこと。

p62

こども家庭センター 令和６年４月施行の改正児童福祉法に規定された、全ての妊産婦、子
育て世帯、こどもへ一体的に相談支援を行う機能を有する機関のこと。 p36

こども誰でも通園制度
保護者の就労の有無や利用目的を問わず、０歳６か月から満３歳未満
のこどもを対象とし、月一定時間までの利用可能枠の中で保育施設等
を利用できる事業のこと。

p38

コ ミ ュ ニ テ ィ ソ ー シ ャ ル
ワーカー

地域住民の日々の暮らしの中での福祉に関する困りごとや悩みごとの
相談に応じ、必要な支援につなげる専門職のこと｡ p59

さ 財政力指数 自治体の財政状況を表した指数のこと。 p13

３R ＋ Renewable

循環型社会構築に向けた基本的な考え方で、廃棄物の発生抑制（リ
デュース：Reduce）、再使用（リユース：Reuse）、再生利用（リサイ
クル：Recycle）の 3 つの頭文字をとった 3R に再生可能資源への代替
（リニューアブル：Renewable）を加えたもの。

p98
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さ

三軒協定

隣り合った三軒以上の人たちが自主的に植栽や花壇づくり、イルミネー
ションの設置、外壁塗装などの景観づくりを協力して行う協定に対し、
市が認定した場合にその景観づくりにかかる費用の一部を補助する制
度のこと。

p85

GIS
「Geographic Information System」の略で「地理情報システム」と
訳され、コンピューター上で地図情報と様々な位置情報を重ね合わせ、
分析・管理するシステムのこと。

p136

自主財源 市が県や国に依存せずに、独自に調達できる財源のこと。 p12

自主防災会
自分の身は自分で守る自助と、地域の人々が互いに助けあう共助を有
機的につなげ、地域の防災活動に自主的に取り組む町会・自治会と同
一単位で活動する組織のこと。

p72

実質公債費比率 地方公共団体の借入金（地方債）の返済額（公債費）の大きさを、そ
の地方公共団体の財政規模に対する割合で表したもの。 p13

指定管理者制度
住民サービスの向上や管理経費の節減を図ることを目的として、公共
団体等や株式会社を含めた民間事業者等に公の施設の管理を行わせる
制度のこと。

p97

シティプロモーション
市内外へのまちの魅力発信、ブランド力やイメージの向上により、人
や企業に関心を持ってもらい、誘致や定着を図ることで、将来にわた
るまちの活力を得ることにつなげる活動のこと。

p27 p116
p153 p154

児童センター 児童福祉法に基づく児童厚生施設で、0 歳から 18 歳未満の児童の健康
を増進し、情操を豊かにすることを目的とした施設のこと。 p40

社会的処方 患者・地域住民の健康を支えるために、医師の医学的処方に加え、地
域の活動や機会へつなげる取組のこと｡ p55

社会福祉協議会

民間の社会福祉活動を推進することを目的とした営利を目的としない
民間組織で、社会福祉法に基づき設置されている。住民の誰もが、安
心して暮らすことのできる地域を目指して、地域住民やボランティア、
その他福祉関係者や行政機関と連携し、地域の福祉増進に取り組む社
会福祉法人のこと。

p59

重層的支援体制整備事業

高齢・障がい・こども・生活困窮といった分野別の支援体制では対応
しきれないような複雑化・複合化した問題に対応するために、市町村
において属性を問わない「相談支援」「参加支援」「地域づくり」を一
体的に実施する事業のこと。

p58

住宅用火災警報器 火災発生時の煙または熱を自動的に感知し、警報音や音声で知らせて
くれる機器のこと。 p70

循環型社会

地球環境を保全しつつ、限りある天然資源を大切にし、持続的な発展
を遂げていくために、資源・エネルギーの大量消費や廃棄物の発生を
抑制するとともに、資源の有効利用を進めて、環境への負荷をできる
限り低減しようとする社会のこと｡

p6
p99

浄化施設 川から取り込んだ水に含まれる汚れを取り除き、きれいになった水を
川に戻す施設のこと。 p98

浄化導水 汚れた川の水をきれいにするため、きれいな川から水を人工的に引き
込み、水質を改善する取組のこと｡ p98

消防水利
火災発生時に消防隊が消火活動で利用する水源となる施設や場所の総
称のこと。消火栓や防火水槽のような人工水利と、河川、池、プール、
海などの自然水利があります。

p135
p136

消防団 消防組織法に基づく自治的な消防機関のこと。 p72
p128 p135

将来負担比率 年度末時点での市債の借入金残高や将来負担する可能性のある負債の
程度を指標化したもの。 p13
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さ 自立・分散型エネルギーシ
ステム

大規模な発電所や送電網に頼らず、地域内で小規模な発電設備を分散
配置してエネルギーを自給自足する仕組みのこと。 p136

シルバー人材センター 企業や家庭、公共団体などから高齢者に適した仕事を引き受け、会員
である高齢者に提供する都道府県知事認定の公益法人のこと。 p61

STEAM 教育

Science（科学）、Technology（技術）、Engineering（工学）、Art/Arts（芸
術 / 文化・生活・経済・法律・政治・倫理等）、Mathematics（数学）
の略称。各教科等での学習を実社会での問題発見・解決に生かしてい
くための教科等横断的な学習のこと。

p42

生活保護
生活に困窮する国民に対し、健康で文化的な最低限度の生活を営むこ
とができるよう必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障すると
ともに、自立を助長することを目的とする制度のこと。

p64 p155
p156

生活用水 日常生活で使用される水の総称のこと。 p129
p136

生成 AI

人工知能（AI）の一種で、ディープラーニング（深層学習）により AI
が自ら学習を重ね、その中で見い出したデータの特徴や関係性をイン
プットするなどして、独自に文章、画像、映像などの新たなコンテン
ツを生成するもの。

p7

成年後見制度
認知症や知的障害、精神障害などによって判断能力が不十分な方々に
対し、財産管理、契約、遺産分割などで本人に不利益が出ないよう支
援する制度のこと。

p61

た ダイバーシティ経営 多様な人材を活かし、その能力が最大限発揮できる機会を提供するこ
とで、新たなアイデアを生み出し、価値創造につなげている経営のこと。 p7

多文化共生社会
国籍や民族などの異なる方々が、互いの文化的な違いを認め合い、対
等な関係を築こうとしながら、地域社会の構成員として共に生きてい
くことができる社会のこと。

p7
p115

男女共同参画
誰もが、性別、性的指向、性自認に関わりなく個人として尊重され、
その個性と能力を発揮し、責任を担い、対等な立場で社会のあらゆる
分野における活動に参画する機会が確保されること。

p115
p157

地域安全ステーション 市内に２箇所ある自主防犯活動の拠点のこと。 p74

地域ケア会議
地域の多様な専門職や住民等が集まり、個々の高齢者の問題や地域全
体の課題を検討することで、高齢者が住み慣れた地域で安心して暮ら
せる環境づくりを目指す会議のこと。

p61

地域子育て相談機関 児童館・保育所等の子育て支援の施設や場所において全ての子育て世
帯やこどもが身近に相談することができる相談機関のこと。 p36

地域福祉
制度によるサービスを利用するだけでなく、地域の人と人とのつなが
りを大切にし、互いに助けたり助けられたりする関係やその仕組みを
つくり、地域社会における福祉課題の解決に取り組む考え方のこと。

p58
p157

地域包括ケアシステム
重度の要介護状態となっても住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人
生の最後まで続けることができるよう、住まい・医療・介護・予防・
生活支援が一体的に提供されるシステムのこと。

p54
p60

地域包括支援センター 高齢者が住み慣れた地域で自分らしい生活が続けられるように、介護
や福祉、保健、医療など様々な面で支援を行う高齢者相談窓口のこと。 p60

地区計画
特定の地区ごとにまちづくりの方針を定め、道路、公園等の施設整備
及び建築物の建て方（用途、高さ、壁面の位置など）に関してきめ細
かく定める都市計画のこと。

p84

治水 洪水などの水害から人々の生命や財産を守るため、川の整備や川の水
量を調整すること｡

p78
p157
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た 地方税共通納税システム 全ての都道府県・市区町村へ、自宅や職場のパソコンから電子納税が
できるシステムのこと。

p63
p118

通級指導教室
小・中学校の通常の学級に在籍する障害のある児童生徒のうち、障害
による困難を改善するため、一人ひとりの状況に応じた指導を学級と
は異なる場で行う「通級による指導」を実施する教室のこと。

p66

土に親しむ広場 市民がレクリエーションや自家用野菜の栽培などを目的として、15 平
方メートル程度の区画を利用し、野菜や花を育てるための農園のこと。 p94

DX

Digital Transformation の略。デジタル（Digital）と、変革を意味す
るトランスフォーメーション (Transformation) を組み合わせて作られ
た造語で、デジタルを活用して様々なモノやサービスの効率や利便性
を高め、新たなサービスや価値を生みだす変革や、それらの変革が実
現した状況のこと。

p2 p6 p27
p42 p54

p110 p118

DV
Domestic Violence の略。配偶者や恋人など親しい間柄又はかつて親
しかった間柄での暴力 ( 身体的暴力だけでなく、性的暴力や精神的暴
力、経済的暴力、社会的暴力、子どもを利用した暴力など ) のこと。

p76

ディープラーニング
人工知能技術の中の機械学習技術の一つで、人間の手を使わず、コン
ピューターが自動的に大量のデータの中から希望する特徴を発見する
技術のこと。

p7

デジタル・ガバメント 情報通信技術を使って行政サービスをより簡単に利用できるようにす
ること。 p6

デジタルサイネージ 駅や店舗、施設、オフィスなどに、ディスプレイやプロジェクターな
どの映像表示装置を設置して情報を発信するシステムのこと。 p117

デジタルデバイド インターネットやパソコン等の情報通信技術を利用できる者と利用で
きない者との間に生じる格差のこと。 p117

電源・燃料の多重化 単一のエネルギー源や供給方法に依存するリスクを低減するため、複
数の電源や燃料を組み合わせて利用すること。 p136

電動モビリティ 電動モーターで動く乗り物のこと。 p80

特定健康診査 国民健康保険に加入している 40 歳から 74 歳までの人を対象に、生活
習慣病の予防を目的として行う健康診査のこと。

p57
p63

特定保健指導

メタボリックシンドロームに着目した「特定健康診査」によって生活
習慣病のリスクを早期に発見し、その内容を踏まえて運動習慣や食生
活、喫煙といった生活習慣を見直すため、医師や保健師、管理栄養士
などによって行われる指導のこと。

p63

toco バス 市のコミュニティバスで、公共交通機関での移動が不便な地域と駅や
病院、公共施設などを結ぶ交通機関のこと。 p90

都市景観アドバイザー
建築物や工作物、屋外広告物に関し、建築、都市デザイン、色彩、植栽、
サイン、ランドスケープデザイン、夜間照明など各分野から助言を行
う専門家のこと。

p85

戸田市救急ステーション 重篤な傷病者が発生した際、迅速な応急手当ができると市から認定さ
れた事業所などのこと。

p71
p130 p137

土地区画整理事業
宅地の利用促進を図るため、土地の区画や形状を整え、道路や公園な
ど公共施設の新設、整備を行い、良好な市街地を総合的につくりあげ
る事業のこと｡

p79 p84
p89 p96

な
内水氾濫

大雨で下水道や排水路の処理能力を超えたり、川の水位が上昇して雨
水を排水できなくなったりすることで、市街地や土地に水が溜まって
浸水する現象のこと。

p78
p130

認知症サポーター 認知症に対する正しい知識と理解を持ち、認知症の人やその家族に対
してできる範囲で手助けする方のこと。 p61
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は 働き方改革関連法 令和元年（2019 年）４月１日から施行された労働者による多様な働き
方の選択を促進する法律のこと。 p104

8050 世帯 80 代の親が 50 代の子を経済的・生活的に支えている世帯のこと。 p58

パブリック・コメント
市が政策などの立案をする際にその案を広く公表し、市民や事業者な
どから提出された意見を考慮し、最終的な意思決定を行うとともにそ
の意見に対する市の考え方を公表する手続きのこと。

p121

パラメータ 媒介変数のことで、推計結果に影響を与える外部から投入される数値
のこと。 p21

PFS

成果連動型民間委託契約方式（Pay For Success）の略。委託契約の
方式で、社会課題の解決に対応した成果指標を設定し、成果指標値の
改善状況に連動して委託費等を支払うことにより、より高い成果の創
出に向けたインセンティブを民間事業者に強く働かせることが可能と
なる、新たな官民連携の手法のこと。

p47

PDCA サイクル
Plan- 計画する、Do- 実施する、Check- 評価する、Action- 改善する
という４つのサイクルを繰り返し、継続的に事業活動を改善させる手
法のこと。

p27
p118 p125

ヒートアイランド現象 都市の気温が周囲よりも高くなる現象のこと。 p130

BPR
業務改革（Business Process Re-engineering）の略。既存の業務の
構造を抜本的に見直し、業務の流れを最適化する観点から再構築する
こと。

p119

PBL
課題解決型学習（Project-Based Learning）の略。プロジェクト（課
題解決活動）を通して、これからの社会で求められる資質・能力を育
成する学習のこと。

p42
p155

非構造部材 柱や梁、壁、床などの建物の主要な構造体以外の部分のこと。 p135

ビッグデータ ICT 技術の発達により、収集・蓄積・分析が可能になった膨大でリアル
タイムに変化するデータのこと。 p6

標準準拠システム
地方公共団体の基幹業務システムの統一・標準化を目指している約 20
種類の対象事務のうち、国が示す標準化基準に適合したシステムのこ
と。

p118

扶助費 社会保障制度の一環として地方自治体が各種法令に基づいて実施する
給付や、地方自治体が単独で行っている各種扶助に係る経費のこと。 p13

普通会計 個々の地方自治体ごとに各会計の範囲が異なっているため、財政比較
などのために用いられる会計区分のこと。 p12

プラットフォーム 物やサービス、人が集まり、交流やつながりを生み出す場所や仕組み
のこと。

p6 p18
p46

ふるさとハローワーク
地域住民の就職促進及び利便性の向上を目的として、国の提供する職
業相談・職業紹介サービスが利用できる、国と戸田市が共同で運営す
る施設のこと。

p65
p105

フレイル 心身の機能が衰えたことによる「健康な状態」と「介護が必要な状態」
の中間の状態のこと。 p57

保育コンシェルジュ 保育に関する専門的知識を有し、保育所や幼稚園などの保育施設や保
育サービスを案内する窓口のこと。 p39

放課後子ども教室
放課後に小学校の教室や校庭、体育館などを活用して、地域のボラン
ティアスタッフの協力により、自由遊びや学習活動、体験活動等を行
う取組のこと｡

p40
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は

防災士

「自助」、「共助」及び「協働」を原則として、地域社会の様々な場で、
減災及び地域防災力向上のための活動が期待され、そのために十分な
意識、知識及び技能を有する者として、特定非営利活動法人日本防災
士機構の認証登録を受けた者のこと。

p72

保護司

法務大臣から委嘱され、犯罪や非行をした人の立ち直りを地域で支え
るため、保護観察官と協働して保護観察にあたるほか、社会復帰を果
たしたときにスムーズに社会生活が送れるよう、就業先や住環境の相
談を行う民間ボランティアのこと。

p58

ま

民生委員

厚生労働大臣から委嘱され、地域において暮らしに不安がある方等か
らの相談を受け、相談内容に応じて福祉制度・支援サービスの情報提
供を行うことで、地域と行政をつなぐパイプ役を担う民間ボランティ
アのこと｡

p58

や
ヤングケアラー

高齢、障害、疾病等により援助を必要とする家族、友人、身近な人を
無償で介護、看護、世話等を行っている人（ケアラー）のうち 18 歳未
満の人のこと。

p36

友好・姉妹都市 文化交流や親善を目的として協定を結んでいる（国内外の）都市のこと。 p111

要保護児童対策地域協議会 要保護児童等の適切な保護や支援等を行うため、こどもに関係する機
関等で構成され、児童福祉法第25条の2に位置づけられた機関のこと。 p37

予防保全 施設に不具合・故障が生じる前に修繕等を行い、性能・機能を所定の
状態に維持すること。

p80
p97

ら ライフライン 電気やガス、水道、通信、交通など、生活に必須な設備やシステムのこと。 p26

リスキリング
新しい職業に就くために、あるいは、今の職業で必要とされるスキル
の大幅な変化に適応するために、必要なスキルを獲得する（させる）
こと。

p104

わ ワークショップ 参加者がグループで積極的に意見交換をすることで、問題解決やアイ
デア創出、合意形成などを図ること。

p48
p97


